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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年１２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１１月１９日 １０時４７分ごろ 

発生場所 福井県おおい町 鋸
のこぎり

埼北西方沖 

 鋸埼灯台から真方位３１５°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３５.４′ 東経１３５°３６.５′） 

事故の概要 作業船直
なお

幸
ゆき

丸は、西南西進中、また、プレジャーボート房生
ぼうせい

丸Ⅱ

は、船首を南東方に向けて錨泊中、両船が衝突した。 

直幸丸は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、房生丸Ⅱは、船尾部

が大破した。 

事故調査の経過  令和３年１２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 直幸丸、１６トン 

   ＦＫ２－２２７５（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.７５ｍ（Lr）×４.３８ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６３６.２０kＷ、平成１３年２月３日 

第２８０－３９２０９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 房生丸Ⅱ、２.９トン 

   ２５３－３３６０４福井、個人所有 

   ６.４５ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１４７.１０kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年６月２２日 

    免許証交付日 平成２９年９月１５日 

           （令和４年１２月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年３月２７日 

    免許証交付日 平成３０年１月１２日 

           （令和５年５月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部に大破（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員２人を乗せ、若狭湾中央

部の海域で１３か所の水質検査用サンプル（海水）を採取する目的

で、令和３年１１月１９日０６時００分ごろ福井県小浜市小浜港を出

港し、０９時２１分ごろ６か所目のサンプル採取海域である福井県高

浜町内浦湾に向けて福井県美浜町耳川河口を出発した。 

 Ａ船は、０９時５０分ごろ福井県常
つね

神
がみ

岬灯台北東方沖で、針路真方

位２５０°、約１１.３ノットの対地速力で自動操舵により西南西進

した。 

Ａ船は、船長Ａが操舵スタンド船尾方の操縦席に腰を掛けた姿勢で

操船に当たり、４Ｍレンジに設定したレーダー及びＧＰＳプロッター

を作動させて航行した。 

船長Ａは、自動操舵にした後、レーダーで前路に航行の支障となる

他船を認めなかったので気が緩み、覚醒水準が徐々に低下し、数回、

体が揺れるたびに一時的に覚醒したが、いつしか深い居眠りに陥っ

た。 

船長Ａは、１０時４７分ごろ衝突音を聞いて目が覚め、左舷船首方

から左舷後方に移動するＢ船を認めて直ちに主機の回転数を下げると

ともにクラッチを中立に操作した。 

船長Ａは、その後Ａ船を反転させてＢ船に接近し、海面にいた船長

Ｂを認め、船長Ａから救助依頼を受けた作業員２人がＢ船に移乗し、

浸水により半没水状態の船尾部から船長Ｂを引き揚げてＡ船に移乗さ

せた後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、船長Ｂに怪我等がなかったので、作業員２人がＢ船の錨を

揚収して小浜港に向けてえい
．．

航しようとしたところ、Ｂ船が転覆し、

その後えい
．．

航索が切断した。 

船長Ａは、海上保安庁の指示で本事故発生場所付近にて作業員２人

及び船長Ｂと一緒に待機していたところ、１１時４５分ごろ巡視艇が

来援し、巡視艇がＢ船をえい
．．

航する旨の連絡を受け、Ａ船は小浜港に

帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０６時０８分ご

ろ若狭湾南方に点在する釣り場（以下「本件釣り場」という。）に向

け小浜市に所在するマリーナを出発した。 

船長Ｂは、０６時３８分ごろ「ナガサ礁
ぐり

」と称する釣り場に到着し

て約１時間４５分釣りを行った後、０９時０８分ごろ「高手礁
た か てぐ り

」と称

する釣り場に移動し、水深約５２～５５ｍのところに錨泊して船首を

南東方に向け、船尾甲板左舷側で釣りを開始した。 
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船長Ｂは、１０時４５分ごろ左舷船尾方４００～５００ｍ付近まで

接近したＡ船を認め、両手を大きく振ったが、Ａ船の進路に変化がな

く、身の安全を考え、前部甲板に走って左舷船首部から海に飛び込ん

だ後、Ａ船に救助された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、操縦席に腰を掛けた姿勢で操船に当たっていた際、眠気

を感じたが、立った姿勢で操船に当たるなど、居眠り運航の防止措置

を採っていなかった。 

船長Ａは、家庭事情の気疲れがあったと本事故後に思った。 

船長Ｂによると、本事故当時、高手礁で釣りをしていた船が３～４

隻と少なかったが、ふだん若狭湾南方の釣り場では遊漁船及びプレ 

ジャーボートが約１０～２０ｍの距離を取って密集して釣りを行って

いることが多く、また、頻繁にＢ船の至近を通過していく船もあり、

釣りをしていると見張りがおろそかになることもあった。 

船長Ｂは、航行する船が錨泊船のＢ船を避けて航行してくれると思

い、釣りをしていたので見張りを十分に行っていなかったと、本事故

後に思った。  

船長Ｂは、ショルダータイプの自動膨張式救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、若狭湾南方海域を西南西進中、船長Ａが、深い居眠りに陥

り、前路で錨泊中のＢ船に向かって自動操舵で航行を続けたことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと推定される。 

船長Ａは、レーダーで前路に航行の支障となる他船を認めず、気が

緩んで覚醒水準が低下し、操縦席に腰を掛けた姿勢で自動操舵の状態

で操船を続けたことから、深い居眠りに陥ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、若狭湾南方海域において船首を南東方に向けて錨泊中、船

長Ｂが、航行する船が錨泊船のＢ船を避けて航行してくれると思って

いたことから、Ａ船に気付くのが遅れ、十分な見張りを行っていな 

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、若狭湾南方海域において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が船

首を南東方に向けて錨泊中、船長Ａが、居眠りに陥り、前路で錨泊中

のＢ船に向かって航行を続け、また、船長Ｂが、航行する船が錨泊船

のＢ船を避けて航行してくれると思っていたため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で操船中、眠気を感じた場合、

立った姿勢で操船に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分に

採ること。 

 ・船長は、ふだん、本件釣り場のように船舶が密集するような海域

で漂泊する場合、居眠り運航する船や、船首死角を補う見張りを

行わずに航行する船が自船に向けて航行することがあることを念

頭に、すぐに退避行動がとれるよう、十分な見張りを維持するこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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 （令和３年１１月１９日 

  １０時４７分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

 

(時:分:秒) 

船 位※ 
対地針路※ 

(°) 

対地速力 

(kn) 
北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

０６：０１：４８ ３５-３１-０２ １３５-４４-５８ ３１９  ６．０ 

０６：０２：４９ ３５-３１-０６ １３５-４４-５３ ２７１  ８．０ 

０６：１２：１８ ３５-３１-０２ １３５-４２-４２ ２９４ １２．３ 

０６：２０：１８ ３５-３２-１７ １３５-４１-２６ ２９４ １２．４ 

０６：２２：１８ ３５-３２-４０ １３５-４１-１４ ３４６ １２．１ 

０６：２６：４８ ３５-３３-３４ １３５-４１-１４ ０２３ １１．９ 

０６：３２：１７ ３５-３４-２１ １３５-４２-１０ ０５１ １２．３ 

０６：３９：４９ ３５-３４-４２ １３５-４３-５６ ０８８ １２．０ 

０６：４４：１７ ３５-３４-２９ １３５-４５-０１ １０８ １２．８ 

０６：５５：４８ ３５-３３-１８ １３５-４７-２９ １１９ １２．３ 

０７：１０：５０ ３５-３３-０２ １３５-４８-１３ ３３８  ８．８ 

０７：１６：５０ ３５-３４-１３ １３５-４７-５６ ００２ １２．２ 

０７：２１：４７ ３５-３５-０９ １３５-４８-１６ ０４３ １２．３ 

０７：３７：０９ ３５-３５-００ １３５-５０-１４ ０９２  １．０ 

０７：５５：１０ ３５-３４-５９ １３５-５０-１５ ２０５  ０．３ 

０８：０５：４６ ３５-３５-５８ １３５-４８-２３ ０１８  ０．６ 

０８：１２：５６ ３５-３６-００ １３５-４８-２１ ３４９  ９．０ 

０８：２０：３０ ３５-３７-２８ １３５-４７-４４ ３４９ １２．４ 

０８：３０：２８ ３５-３９-０６ １３５-４９-２５ ０６８ １２．５ 

０８：３５：５７ ３５-３９-３３ １３５-５０-２１ ０８６ １３．８ 

０８：３９：２６ ３５-３９-２１ １３５-５１-１１ １４５ １３．２ 

０８：５２：２８ ３５-３７-２０ １３５-５３-１０ ０８０  ０．２ 

０８：５９：１０ ３５-３７-２１ １３５-５３-１２ ０３７  ８．２ 

０９：０４：１１ ３５-３８-０６ １３５-５４-０４ ０５８ １１．７ 

０９：０７：１１ ３５-３８-０９ １３５-５４-４７ １２８ １２．２ 

０９：１５：４０ ３５-３７-０７ １３５-５６-１０ １１３  ０．３ 

０９：２０：５６ ３５-３７-１１ １３５-５６-０８ ３１１ １１．７ 

０９：４３：２５ ３５-３９-２２ １３５-５１-１６ ２９６ １１．６ 

０９：５０：２６ ３５-３９-２２ １３５-４９-３６ １４７ １１．９ 

１０：３３：５５ ３５-３６-１６ １３５-３９-２８ ２４６ １２．４ 

１０：４６：２６ ３５-３５-２４ １３５-３６-３１ ２４９ １２．４ 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 


